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｢八峰町定住奨励金等事業｣の一部が変更になります

■問合せ先　八峰町企画財政課企画係　℡７６－４６０３

定 住 奨 励 金

〈用語の定義〉

Ｕターン者・・・町内出身者であって、５年以上町外で生活し、再び八峰町に住民登録した人

　　　　　　　　(但し、在学期間は含まない)

Ｉターン者・・・町外出身者であって、新たに八峰町に住民登録した人

1.　対象者

八峰町に住民登録をしてから、１年以上八峰町に居住しているＵターン者･Ｉターン者

※申請期間は住民登録の届出をした日から１年以上経過した後、１年以内になります。

2.　交付額

①単身で転入した場合は150,000円　　②家族で転入した場合は300,000円

3.　交付申請

交付申請書等に必要事項を記入のうえ提出してください。

＜必要な添付書類＞

住民票謄本、戸籍の附票謄本(転入以前の５年間、町外に住んでいたことが確認できるもの)等

※八峰町から転籍した場合は、転籍地の｢戸籍の附票｣が必要です。

4.　その他

奨励金の交付を受けた日から、５年以内(以前の規定：「３年以内」)に転出した場合は奨励金を返還

していただきます。

※平成25年３月31日までに住民登録の届出を行った方については、以前の規定を適用します。

次に該当する場合は補助金の交付を受けることができません。

・転勤等で一時的に住民登録を行った方

・福祉施設等への入所を目的として住民登録を行った方

・勉学のため転出し、勉学の終了により再び住民登録をした方

（卒業後５年以上町外で生活していた方は除く）

・町税、使用料等を滞納している方（同居家族含む）等

※平成24年４月１日以降に婚姻により住民登録を行った方は交付対象となります。
　（住民登録の届出をした日から１年以上経過した後、１年以内に申請してください）

※「定住用住宅取得等助成金」も一部変更になります。詳細については、ホームページでご確認いただくか、
　担当課までお問い合わせください。
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　町では、福祉医療制度に該当する方へ７月に申請書を送付しております。
　申請書を提出し、認定されると受給者証が交付され、病院等で医療を受ける際、保険証と一緒
に提示することで医療費（保険適用分）の自己負担分が助成されます。
　また、平成24年８月から対象者が小学生まで拡大されております（これまでは小学校就学前
まで）。まだ申請の手続きをされていない方は、お早めに手続きして下さるようお願いします。
　ご不明な点がありましたら下記お問い合わせ先へご連絡ください。

【申請に必要なもの】
　・受給者の健康保険証のコピー
　・印鑑
※平成24年１月１日時点で町外に住所のあった方は「平成24年度所得・課税証明書」が必要と
なります。

福祉医療（マル福）の申請・更新の手続きはお済みですか？

対　象　区　分 該　　　当　　　要　　　件

乳 幼 児 ・ 小 学 生

ひとり親家庭の児童

高 齢 身 体 障 害 者

重度心身障害（児）者

０歳～小学校修了年度の３月31日まで

18歳に達する日以後の最初の３月31日まで
・所得制限があります

65歳以上で、身体障害者手帳４～６級所持者
・所得制限があります
・被用者保険本人の場合は該当しません

身体障害者手帳１～３級または療育手帳Ａ所持者
・被用者保険本人の場合は所得制限があります

■問合せ先　　八峰町福祉保健課　福祉係　☎７６－４６０８


